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・生活の向上に役立つ学力を身につけよう 

・人と自然を思いやる心を持とう 

・強い身体と正しい心で結び合おう 

弟子屈町立弟子屈中学校（http://teichuu-7.hs.plala.or.jp/）   令和 4年 4月 25日発行  No.1 

令和４年度 よろしくお願いいたします！ 

校長 成 瀬 剛 慈 

４月７日（木）に令和４年度の入学式を行い、３２名の新入生を迎

えました。令和４年度は全校生徒１２６名、全教職員２５名で新年度

のスタートとなります。 

本校に勤務２年目となります成瀬剛慈（なるせ こうじ）と申しま

す。本年度もどうぞよろしくお願いいたします。 

本年度は次の３点を重視して学校経営を進めて行きたいと考えてお

ります。 

 

 

①『自主自律』 

 ⇒自らが考え、判断し、行動することができる生徒の育成 

②『新取果敢』 

 ⇒新しいことに積極的に取り組み、大胆に突き進む生徒の育成 

③『凡事徹底』 

 ⇒日常生活を大切にし、礼儀・マナーを遵守する生徒の育成 

 

 

①については、昨年度から重点を置いているポイントで、先が見え

ない未来を生きぬくために、「言われたことを言われた通りにする」

のではなく、「何が大切なのかを自分の頭でしっかり考え、判断し、

行動することができる人に育ってもらいたい」という願いを込めてい

ます。 

②については、「いろいろな新しいことに積極的に挑戦し、失敗を

恐れずに取り組む。」「もし間違いに気がついたら、元に戻ってやり

直せば良い。」という斬新かつ柔軟な発想で突き進んでもらいたいと

いう思いを込めました。 

③については、特に昨年度から課題となっている「自ら進んで挨拶

をする」ことを重点にしています。日常生活の中で当たり前のことが

しっかりとできる人になってもらいたい、という願いが入っていま

す。 

ところで、教職員と話していると、コロナ禍の影響で保護者の皆様

とお話する機会が少なく、お子様の様子について、ご家庭と共通認識

ができているのか、不安になることがあるという声を耳にします。も

し、ご家庭で気になることがありましたら、お気軽に学校へご連絡く

ださい。家庭と学校が同じ方向を見て、お子様を支えていきたいと思います。 

令和４年度も新型コロナウイルス対策は行っていかなければならないと思いますが、学びの保証はもちろん、できる限り従来通

りの教育活動を進めていきたいと考えております。ご理解とご協力をお願いいたします。 

 

弟子屈界隈① 

今年度の人事異動で、２０代教員が倍増し、平均年齢も３歳ほど若くなりスタートしました。若さの特徴は「可能性」

だと思います。教職員にも、今年度の学校方針通り、どんどん新しいことを取り入れて、失敗したら引き返してやり直せ

ば良いと伝えています（命に関わることは別です）。応援をよろしくお願いいたします。 

 

 



令和 4年度 弟子屈町立弟子屈中学校 いじめ防止基本方針 
 

弟子屈中学校では、「いじめは絶対に許さない」という強い信念のもと、「いじめ防止基本方針」を策定しています。その中か

ら抜粋して、「いじめの定義といじめに対する本校の基本認識・基本姿勢」を掲載しますのでご確認ください。なお、全文につき

ましては、学校ホームページに掲載いたしますので、ご確認ください。 

 

◆ いじめの定義といじめに対する本校の基本認識・基本姿勢 

 

「いじめは、どの学校でも、どの学級でも、どの生徒にも起こりうる」という基本認識に立ち、本校の生徒が、楽しく豊かな

学校生活を送ることができる、いじめのない学校をつくるため、「弟子屈中学校いじめ防止基本方針」を策定した。 

 

＜いじめ防止等のための基本認識＞ 

 

＜いじめ防止等のための基本方針＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新しく着任した教職員～よろしくお願いいたします 
 

この度の人事異動で、弟子屈中学校には、6名の教職員が新しく赴任しました。たくさんの教職員が入れ替わりましたが、生徒

理解に努め、生徒にとって通いたい学校、保護者・地域にとって通わせたい学校、教職員にとって働きたい学校となるよう、一

丸となって頑張ります。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

「いじめ」とは、本校に在籍している生徒に対し、本校に在籍している等の一定の人間関係のある他の生徒が行う心理的

又は物理的な影響を与える行為（インターネット等を通じて行われるものを含む）であり、いじめを受けた生徒が心身の苦

痛を感じているもの。 

学校では、「いじめ」を訴えてきた生徒の立場に立ち、この「いじめ」の定義にかかわらず、その訴えを真摯に受け止め、

生徒を守るという立場に立って事実関係を確かめ、対応にあたる。 

（いじめ防止対策推進法第 2条参照） 

 

 

１．いじめは人間として絶対に許されないという強い認識に立つ。 

２．いじめ問題に対しては被害者の立場に立った指導を行う。 

３．いじめ問題は学校の在り方が問われる問題である。 

４．関係者が一体となって取り組む必要がある。 

 

 

１．学校、学級内にいじめを許さない、見過ごさない雰囲気をつくる。 

２．生徒一人一人の自己有用感を高め、自尊感情を育む教育活動を推進する。 

３．生徒、教職員の人権感覚を高め、生徒と生徒、生徒と教員をはじめとする校内における暖かな人間関係を築く。 

４．いじめを早期に発見し、適切な指導を行い、いじめ問題を早期に解決する。 

５．いじめの早期解決のために、当該生徒の安全を保障するとともに、学校内だけでなく保護者・地域、関係機関との連

携を深める。 

６．いじめが解消している状態に至った場合でも、いじめが再発する可能性が十分あり得ることを踏まえ、関係した生徒

について、日常的に注意深く見守っていく。 

 

橋本  拓 教諭（釧路市立阿寒中学校より転入） 

藤村 弥的 教諭（釧路市立大楽毛中学校より転入） 

齋藤めぐみ 教諭（新採用） 

中尾みのり 教諭（新採用） 

中野 彩加 栄養教諭（鶴居村立鶴居小学校より転入） 

嶋津 直美 事務生（弟子屈町立美留和小学校より転入） 

 


